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ねぶたラッセランド整備調査業務 公募型プロポーザル評価要領 

１ 趣旨 

 この要領は、ねぶたラッセランド整備調査業務公募型プロポーザルにおける審査方法等を定め、選定

を厳正かつ公平に行うことを目的とする。 

 

２ 審査方法 

 審査は、ねぶたラッセランド整備調査業務公募型プロポーザル実施要綱に基づき設置するねぶたラッ

セランド整備調査業務公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 

３ 評価選定方法 

  審査委員会が提案内容について書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、総合的な点数評価に

より、受託候補者及び次点者を選定する。 

なお、評価点数の最も高い企画提案等が２者以上あるときは、当該企画提案等について、審査委員会

委員長及び委員により投票し、受託候補者を選定する。 

  

４ 事務局 

  審査委員会の事務局は、公益社団法人青森観光コンベンション協会に置く。 

 

５ 各評価点の配点及び採点方法 

５．１ 各評価の配点 

 各評価点の配点を次のとおりとし、評価点の合計は 100点満点とする。 

 

評価項目 
評価の着目点 評価ウェイト 

（％）  判断基準 

1.業務実績等 

同種・類似業務 

の経験 

参加申込者の過去 10年間（平成 20年度以降告知の日

まで。以下同じ。）に完了した同種又は類似業務の実績

を下記の順位で評価する。 

①同種業務の実績がある。 

②類似業務の実績がある。 

③同種及び類似業務の実績がない。 

10 

業務実施体制 

仕様内容を的確に認識し、業務・人員体制の構築につ

いて評価する。 

なお、主任技術者が、同種又は類似業務の経験がある

場合や手持ち業務の状況を加味し、実施体制が構築され

ていると判断される場合に優位に評価する。 

10 

2.実施方針 

実施フロー 

工程 

業務理解度 
目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価す

る。 
10 

実施手順 
業務実施手順を示す実施フローや業務量の把握状況

を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 
10 

小  計 
40 

（40%） 
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５．２ 各評価の算出方法 

（１）「業務実績等/同種・類似業務の経験」の評価の算出 

参加申込者の平成 26年度以降公告の日までに完了した同種又は類似業務の実績により、以下のとお

り評価する。 

参加申込者の同種又は類似業務の実績の有無 評価点 

同種業務の実績がある 10 

同種業務の実績はないが、類似業務の実績がある 5 

同種及び類似業務の実績がない 失格 

 

評価項目 
評価の着目点 

評価ウェイト 
 判断基準 

3.

評
価
テ
ー
マ
に
対
す
る
提
案 

①
ね
ぶ
た
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド
の
整
備
に
向
け
た 

調
査
に
つ
い
て 

的確性 
地域特性等との整合性が高い場合や着目点、問題点、

解決方法等が的確である場合に優位に評価する。 
10 

実現性 
提案内容に説得力があるとともに、裏付け実績等が明

示されている場合に優位に評価する。 
10 

②
常
設
・
仮
設
に
関
わ
ら
ず
、
ね
ぶ
た
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド

を
観
光
振
興
の
ほ
か
、
市
全
体
の
賑
わ
い
創
出
に
つ
な
げ

る
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
案
に
つ
い
て 

的確性 

地域特性等との整合性が高い場合や着目点、問題点、

解決方法等が的確である場合に優位に評価する。 

また、青森市の観光振興や賑わいの創出につながるよ

うな場合に優位に評価する。 

10 

実現性 
提案内容に説得力があるとともに、裏付け実績等が明

示されている場合に優位に評価する。 
10 

小  計 
40 

（40%） 

4.価格評価 
価格点＝（最低見積額÷当該事業者見積額）×20 

※小数点以下切り捨て 

20 

（20%） 

合  計 
100 

（100%） 



3 

 

（２）「業務実績等/業務実施体制」の評価の算出 

評価項目 判断基準 評価点 

1.業務実績等 
業務実施 

体制 

仕様内容を的確に認識し、業務・人員体制

の構築について評価する。 

なお、主任技術者が、同種又は類似業務の

経験がある場合や手持ち業務の状況を加味

し、実施体制が構築されていると判断される

場合に優位に評価する。 

0～10 

（標準点を 5とし、左記の

判断基準に基づき、総合的

に評価） 

 

（３）「提案書本文の内容」の評価の算出 

評価項目 判断基準 評価点 

2.実施方針 

実施フロー 

工程 

業務理解度 

業務の目的、実施条件、内容の重要度・難

易度等を的確に反映した提案内容となってい

る場合に優位に評価する。 

0～10 

（標準点を 5とし、左記の

判断基準に基づき、総合的

に評価） 

実施手順 
業務実施フロー、工程計画の妥当性が高い

場合に優位に評価する。 

0～10 

（標準点を 5とし、左記の

判断基準に基づき、総合的

に評価） 

3.

評
価
テ
ー
マ
に
対
す
る
提
案 

①
ね
ぶ
た
ラ
ッ
セ
ラ
ン
ド
の
整
備
に
向
け
た
調
査
に
つ
い
て 

②
市
全
体
の
賑
わ
い
創
出
に
つ
な
げ
る
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
案
に
つ
い
て 

的確性 

・地形、環境、地域特性、社会情勢、関係機

関等との整合性が高い場合に優位に評価す

る。 

・着目点、問題点、解決方法等が適切かつ論

理的に整理されており、本業務を遂行するに

あたって有効性が高い場合に優位に評価す

る。 

・提案内容が、青森市のまちづくりを俯瞰し、

観光をはじめとした賑わい創出につながる有

効性が高い場合に優位に評価する。 

・また、既存公共施設等との連携や複合化

することにより、有効性が高い場合に優位

に評価する。 

・青森市文化観光施設とのすみ分け等が明

確に整理されており、その有効性が高い場

合に優位に評価する。 

各テーマ 

0～10 

（標準点を 5とし、左記の

判断基準に基づき、総合的

に評価） 

実現性 

・提案内容に説得力がある場合に優位に評価

する。 

・提案内容を裏付ける同種又は類似業務の実

績等が明示されている場合に優位に評価す

る。 

・利用しようとする技術基準、資料等が適切

な場合に優位に評価する。 

各テーマ 

0～10 

（標準点を 5とし、左記の

判断基準に基づき、総合的

に評価） 

 

 



4 

 

６ 受託候補者及び次点者の選定 

 審査委員会は、原則として各評価点の合計得点等を総合的に判断し、合議及び議決によって受託候

補者及び次点者を選定するとともに、速やかに青森ねぶた祭実行委員会実行委員長に報告するものと

する。 

ただし、提案者又は提出された書類が、次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があった

場合は、受託候補者及び次点者として選定しないものとする。 

① ねぶたラッセランド整備調査業務公募型プロポーザル応募要領に定めた参加資格要件を満たし

ていない場合 

② ねぶたラッセランド整備調査業務仕様と合致していない場合 

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

④ 提出書類の不足があった場合 

⑤ 実施要領で示された提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しな

い書類の提出があった場合 

⑥ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑦ 見積額が発注者の提示する業務に係る委託料上限額を上回る場合 

また、（２）「業務実績等/業務実施体制」及び（３）「提案書本文の内容」の評価点の合計が各標準

点の合計である３５点未満の場合、契約の目的が十分に達成できないものと判断し、受託候補者とし

て選定しないものとする。 


